
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

　
　

　

　
　

【請求項２】
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一般型火災感知器が接続されているＰ型回線を経由してＰ型火災受信機と接続されてい
る２つの受信機側端子と、アドレスが付与されている火災感知器と伝送の回線を経由して
接続され、上記アドレスを介して上記火災感知器と交信する送受信回路とを備えている中
継器を有する火災報知設備において、

上記火災感知器に、
火災検出回路の機能が正常であるか否かを自動的に試験し、故障信号を出力する自動試

験回路を設け、
　上記中継器に、

故障であると判断された信号を、上記火災感知器から受信したか否かを検出する検出手
段と；
　上記故障であると判断される信号を上記検出手段が検出したときに、上記２つの受信機
側端子間のインピーダンス値を変化させるインピーダンス変換手段と；

を設け、
上記Ｐ型回線に、上記中継器と一般型火災感知器とが接続されていることを特徴とする

火災報知設備。

請求項１において、
上記火災感知器が故障信号を出力したことを記憶するメモリを、上記中継器に設け、上



【請求項３】
　
　

【請求項４】
　
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、火災受信機と火災感知器との間に接続される中継器に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の火災報知設備において、火災受信機に接続されている火災感知器が正常に機能して
いるか否かの自動試験を行う場合、接続される火災感知器の全てを自動試験の対象にして
いる。つまり、自動試験機能を有する火災感知器が伝送の回線を介して、Ｒ型火災受信機
に接続され、上記自動試験機能付き火災感知器の全てに、互いに異なる固有のアドレスを
付与し、このアドレスを介して、Ｒ型火災受信機と交信し、上記自動試験機能付き火災感
知器のいずれかが故障信号を発生すると、その故障した火災感知器がどれであるかをＲ型
火災受信機が個別に識別することができる。
【０００３】
図６は、従来の火災報知設備を示すブロック図である。
【０００４】
上記の場合、Ｒ型火災受信機１０Ｒに第１の伝送の回線２０Ｒ１が接続され、付与可能な
アドレス数よりも多くの自動試験機能付き火災感知器を接続したい場合には、この伝送の
回線２０Ｒ１に自動試験機能付火災感知器ＳＡ１、ＳＡ２、……の他に、中継器ＣＡ０を
接続し、これら自動試験機能付火災感知器ＳＡ１、ＳＡ２、……、中継器ＣＡ０のそれぞ
れに独自のアドレスを付与し、中継器ＣＡ０に、第２の伝送の回線２０Ｒ２を介して、複
数の自動試験機能付き火災感知器ＳＡ１１、ＳＡ１２、……を接続し、これら火災感知器
ＳＡ１１、ＳＡ１２、……の間で互いに異なるアドレス（火災感知器ＳＡ１、ＳＡ２等に
付与しているアドレスと重複するアドレスを付与してもよい）を付与することによって、
火災感知器を増設可能にしている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、監視区域には、プライバシーの関係上、必要以上に外部の人が入ることを好ま
ない領域（たとえば社長室）、また人の立ち入りが危険若しくは困難な領域があり、この
ような領域には通常の火災感知器を設置しても試験（点検）を行いにくいことから、自動
試験機能付機の火災感知器が設置されることが多い。したがって、プライバシー保護を必
要とする領域が一部分である場合には、火災報知設備に設けられている火災感知器の一部
にのみ、自動試験機能が付与されている火災感知器を接続すれば足り、このようにすれば
、プライバシー保護を必要とする領域以外の領域では安価な一般型の火災感知器を使用で
きるので、火災報知設備全体のコストが低くなる。
【０００６】
しかし、火災受信機に接続する火災感知器のうちで１つでもアドレスを付与し、ポーリン
グによってその火災感知器と交信しようとした場合には、火災受信機としてＲ型火災受信
機を使用する必要があるので、火災受信機自体のコストを下げることができないという問
題がある。換言すれば、Ｒ型火災受信機が高価であることから、たとえ一部の火災感知器
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記故障信号を出力した火災感知器のアドレスと時刻とを、上記メモリに格納することを特
徴とする火災報知設備。

請求項２において、
上記中継器には、上記メモリに格納された内容を印字可能なプリンタが接続されている

ことを特徴とする火災報知設備。

請求項１において、
上記火災感知器の火災検出回路に、火災時と同じ状態を疑似的に作る試験スイッチが、

上記中継器に設けられていることを特徴とする火災報知設備。



にのみ自動試験機能を付与するようにしても、全体としては火災報知設備が高価であると
いう問題がある。
【０００７】
本発明は、火災報知設備における多数の火災感知器のうちの一部の火災感知器にのみ自動
試験機能を付与する場合、Ｐ型火災受信機を使用しても、火災感知、故障検出することが
できる火災報知設備における中継器を提供することを目的とするものである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、互いに異なるアドレスが付与され自動試験機能を有する複数の火災感知器と伝
送の回線を経由して接続され、上記アドレスを介して上記各火災感知器と交信する送受信
回路と、上記火災感知器から火災信号、故障信号を検出する検出手段と、Ｐ型回線を経由
してＰ型火災受信機と接続される２つの受信機側端子と、上記検出手段が火災信号を検出
したときに、上記２つの受信機側端子間のインピーダンス値を火災検出用インピーダンス
値に変化させ、一方、上記検出手段が上記故障信号を検出したときに、上記２つの受信機
側端子間のインピーダンス値を故障検出用インピーダンス値に変化するインピーダンス変
化手段と、上記検出手段が上記故障信号を検出したときに、上記複数の火災感知器の少な
くとも１つが故障していることを示す故障表示を行う故障表示手段とを有する中継器であ
る。
【０００９】
【発明の実施の形態および実施例】
図１は、本発明の一実施例である火災報知設備における中継器ＣＡ１と、この周辺を示す
ブロック図である。
【００１０】
この実施例では、Ｐ型火災受信機１０Ｐに、２つのＰ型回線２０Ｐ、２１Ｐが接続され、
Ｐ型回線２０Ｐに、一般型火災感知器ＳＥ１、ＳＥ２、ＳＥ３、ＳＥ４、……とともに、
中継器ＣＡ１が接続され、伝送の回線２０Ｒを介して、中継器ＣＡ１に自動試験機能付き
火災感知器ＳＡ１、ＳＡ２、ＳＡ３、……が接続されている。Ｐ型回線２１Ｐには、一般
型火災感知器ＳＥ１１、ＳＥ１２、ＳＥ１３、……が接続されている。
【００１１】
中継器ＣＡ１は、互いに異なるアドレスが付与される自動試験機能を有する複数の火災感
知器ＳＡ１～ＳＡ３と伝送の回線２０Ｒを経由して接続され、上記アドレスを介して上記
各火災感知器ＳＡ１～ＳＡ３と交信するとともに、Ｐ型回線２０Ｐを介して、Ｐ型火災受
信機１０Ｐに火災信号、故障信号を送出するものである。
【００１２】
自動試験機能付き火災感知器ＳＡ１は、独自のアドレスが付与され、自身で故障検出を行
うことができ、火災信号、故障信号を中継器ＣＡ１に送出するものである。自動試験機能
付き火災感知器ＳＡ２、ＳＡ３、……も、自動試験機能付き火災感知器ＳＡ１と同様のも
のである。
【００１３】
なお、自動試験には、次の２つの方法があり、本発明においては、どちらの方法を使用し
ても構わない。１つ目の方法は、火災感知器ＳＡ１～ＳＡ３から送出される信号のアナロ
グ量を常時監視し、そのアナログ量が所定値から外れると、故障と判断するものであり、
２つ目の方法は、中継器に設置された試験スイッチをＯＮさせることによって、火災検出
回路に火災時と同じ状態を疑似的につくるもので、そのときに火災信号が送出されればそ
の火災感知器の機能が正常と判断するものである。
【００１４】
図２は、上記実施例である中継器ＣＡ１の一例を示すブロック図である。
【００１５】
中継器ＣＡ１は、ＣＰＵ３１と、火災信号送出用のスイッチング回路３２と、故障信号送
出用のスイッチング回路３３と、インピーダンス変化手段としてのインピーダンス回路３
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４と、定電圧回路３５、３６と、送受信回路３７と、表示回路３８と、操作回路３９と、
メモリＭと、受信機側端子Ｔ１、Ｔ２と火災感知器側端子Ｔ３、Ｔ４とを有する。
【００１６】
ＣＰＵ３１は、中継器ＣＡ１の全体を制御するものである。インピーダンス回路３４は、
抵抗Ｒ２とＲ３とを有し、抵抗Ｒ２は、スイッチング回路３２と直列に接続され、抵抗Ｒ
３は、スイッチング回路３３と直列に接続されている。抵抗Ｒ２とＲ３との値は異なって
いる。また、ＣＰＵ３１は、火災感知器から火災と判断される信号、または故障と判断さ
れる信号を受信したか否かを検出する検出手段の例である。
【００１７】
火災信号送出用のスイッチング回路３２は、通常はオフし、自動試験機能付き火災感知器
ＳＡ１等から火災と判断される信号を受信したときに、オンし、抵抗Ｒ２をＰ型回線２０
Ｐに接続するものである。故障信号送出用のスイッチング回路３３は、通常はオフし、自
動試験機能付き火災感知器ＳＡ１等から故障と判断される信号を受信したときに、オンし
、抵抗Ｒ３をＰ型回線２０Ｐに接続するものである。
【００１８】
送受信回路３７は、所定のアドレスを介して、伝送の回線２０Ｒを経由して、自動試験機
能付き火災感知器ＳＡ１等と交信する回路である。表示回路３８は、送受信回路３７が自
動試験機能付き火災感知器ＳＡ１等から故障信号を検出したときに、中継器ＣＡ１に接続
された複数の火災感知器ＳＡ１等の少なくとも１つが故障していることを示す故障表示を
行うものであり、スイッチング回路３３のスイッチング動作と同時に表示するものである
。この場合、接続される火災感知器の数だけ、ＬＥＤを設けるようにしてもよく、７セグ
メント表示素子やＬＣＤ表示素子を使用するようにしてもよい。操作回路３９は、ここか
らの入力によって、火災感知器ＳＡ１、ＳＡ２、ＳＡ３等に対して、自動試験命令を送出
するようにしてもよく、オプションのプリンタが中継器ＣＡ１に接続されたときに、その
プリンタを起動する場合のスイッチを設けるようにしてもよい。
【００１９】
メモリＭは、火災感知器が故障信号を出力したことを記憶するメモリであり、故障信号を
出力した火災感知器のアドレスと時刻とを格納するものである。このメモリＭに格納され
た内容は、上記オプションのプリンタに印字可能である。受信機側端子Ｔ１、Ｔ２は、Ｐ
型回線２０Ｐを介して火災受信機Ｐ型火災受信機１０Ｐと接続される端子である。火災感
知器側端子Ｔ３、Ｔ４は、伝送の回線２０Ｒを介して自動試験機能付き火災感知器ＳＡ１
等と接続される端子である。
【００２０】
図３は、中継器ＣＡ１の外観と、この中継器ＣＡ１に接続されるオプションプリンタの外
観とを示す図である。
【００２１】
なお、図３において、操作回路３９の一例としてスイッチＳＷが記載されている。
【００２２】
図４は、上記実施例に接続される自動試験機能付き火災感知器ＳＡ１を示すブロック図で
ある。
【００２３】
自動試験機能付き火災感知器ＳＡ１は、ＣＰＵ４１と、火災検出回路４２と、自動試験回
路４３と、送受信回路４４とを有する。自動試験機能付き火災感知器ＳＡ２等の他の自動
試験機能付き火災感知器の構成も、自動試験機能付き火災感知器ＳＡ１と同様の構成を有
する。
【００２４】
ＣＰＵ４１は、自動試験機能付き火災感知器ＳＡ１の全体を制御するものであり、自動試
験回路４３は、火災検出回路４２の機能が正常であるか否かを自動的に試験するものであ
る。送受信回路４４は、火災検出回路４２が火災を検出したときに、独自のアドレスとと
もに火災信号をＲ型回線２０Ｒに送出し、火災検出回路４２が故障であることを示す故障
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信号が自動試験回路４３によって出力されたときに、独自のアドレスとともに故障信号を
Ｒ型回線２０Ｒに送出するものである。
【００２５】
次に、上記実施例の動作について説明する。
【００２６】
図５は、中継器ＣＡ１の動作を示すフローチャートである。
【００２７】
まず、初期設定し（Ｓ１）、受信機１０Ｐへの信号送出を停止し（Ｓ２）、火災感知器Ｓ
Ａ１、ＳＡ２、ＳＡ３、……の順で状態情報を収集し（Ｓ３）、このときに、火災感知器
ＳＡ１、ＳＡ２、ＳＡ３、……のいずれから火災発報があれば（Ｓ４）、受信機１０Ｐへ
火災（発報）信号を送出する（Ｓ５）。つまり、スイッチング回路３２をオンし、受信機
側端子Ｔ１とＴ２との間のインピーダンス（Ｐ型回線２０Ｐ間のインピーダンス）を抵抗
Ｒ２の値に下げ、受信機側端子Ｔ１とＴ２との間の電圧を、火災発報に対応する電圧に変
化させる。なお、受信機１０Ｐ側で復旧操作が行われると、スイッチング回路３２はオフ
となる。
【００２８】
一方、感知器ＳＡ１、ＳＡ２、ＳＡ３、……の順で状態情報を収集している（Ｓ３）とき
に、故障信号を受信すれば（Ｓ１１）、受信機１０Ｐへ故障信号を送出する（Ｓ１２）。
つまり、スイッチング回路３３をオンし、受信機側端子Ｔ１とＴ２との間のインピーダン
ス（Ｐ型回線２０Ｐ間のインピーダンス）を抵抗Ｒ３の値に下げ、受信機側端子Ｔ１とＴ
２との間の電圧を、故障信号に対応する電圧に変化させる。この場合、表示回路３８によ
って故障が発生していることを表示する（Ｓ１３）。
【００２９】
感知器ＳＡ１、ＳＡ２、ＳＡ３、……の順で状態情報を収集している（Ｓ３）ときに、火
災信号も故障信号も受信しなければ（Ｓ１１）、特に信号は送出しないが、Ｓ１２で故障
信号を既に送出している場合には、受信機１０Ｐへの故障信号送出を解除し（Ｓ１４）、
故障表示を解除する（Ｓ１５）。
【００３０】
このようにすれば、Ｐ型火災受信機１０Ｐは、これに接続されている火災感知器から火災
信号を受信することができ、また、自動試験機能付き火災感知器ＳＡ１、ＳＡ２、ＳＡ３
、……からの故障信号を、中継器ＣＡ１を介して、受信することができる。この場合、火
災報知設備における多数の火災感知器のうちの一部の火災感知器にのみ自動試験機能を付
与してもＰ型火災受信機を使用することが出来るので、火災報知設備全体のコストを低く
抑えることができ、さらに、必要な部分にのみ、自動試験機能付き火災感知器を配置する
ことができる。
【００３１】
なお、上記実施例における自動試験機能付き火災感知器の代わりに、ガスセンサ等の他の
自動試験機能付きセンサを使用するようにしてもよい。
【００３２】
また、火災感知器ＳＡ１等から送出された火災信号や故障信号を、中継器を介して火災受
信機が受信した場合、火災の場合と故障の場合とでインピーダンスの値が異なるようにし
ているので、火災であるのか故障であるのかの判別をすることが可能である。火災感知器
の故障が発生した場合、火災受信機のオペレータは、中継器が設置されている現場に出向
き、そこで中継器の表示回路３８をみることによって、より詳細な情報つまり、どの火災
感知器が故障であるのかを把握することが可能となる。
【００３３】
なお、本実施例では、火災感知器の場合にのみ中継器の表示回路に、その故障した火災感
知器のアドレスを表示するようにしているが、火災の場合にも、火災発報した火災感知器
のアドレスを表示できるように別の表示回路を設けるようにしてもよい。
【００３４】
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また、上記実施例では、火災用と故障用との２つのスイッチング回路を設けたが、これを
１つにまとめてもよく、このようにすれば、既存の火災受信機に直ちに対応できる。
【００３５】
【発明の効果】
本発明によれば、火災報知設備における多数の火災感知器のうちの一部の火災感知器にの
み自動試験機能を付与する場合、Ｐ型火災受信機を使用しても、火災感知、故障検出する
ことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施例である火災報知設備における中継器ＣＡ１と、この周辺を示す
ブロック図である。
【図２】上記実施例である中継器ＣＡ１の一例を示すブロック図である。
【図３】中継器ＣＡ１の外観と、この中継器ＣＡ１に接続されるプリンタとを示す図であ
る。
【図４】上記実施例に接続される自動試験機能付き火災感知器ＳＡ１を示すブロック図で
ある。
【図５】中継器ＣＡ１の動作を示すフローチャートである。
【図６】従来の火災報知設備を示すブロック図である。
【符号の説明】
１０Ｐ…Ｐ型火災受信機、
２０Ｐ…Ｐ型回線、
２０Ｒ…伝送の回線、
ＣＡ１…中継器、
ＳＡ１～ＳＡ３…自動試験機能付き火災感知器、
ＳＷ１～ＳＥ４、ＳＥ１１～ＳＥ１３…一般型火災感知器、
３１、４１…ＣＰＵ、
３２、３３…スイッチング回路、
３７…送受信回路、
３８…表示回路。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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